
 

 

 

令和７年１１月６日、７日に、新発田市生涯学習センターで【甲種防火管理新

規講習会】を開催しました。 

防火管理とは、火災の発生を未然に防止し、かつ、万一火災が発生した場合で

もその被害を最小限にとどめるため、必要な万全の対策を樹立し、実践すること

をいいます。 

この講習会は、その防火管理に必要な基本的知識及び技能を習得してもらい、

防火管理者に資格を付与するための講習です。 

「自分のところは自分で守る！」という、自主防災管理の基本精神のもと、６

１名の方が受講されました。この講習修了者は、用途、規模、収容人員にかかわ

らず、すべての防火対象物において防火管理者になることができます。 
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